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1. 基準案の検証 
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研究要旨 

近年、建築物の多様化や省エネルギー対応などより、建築物衛生法の管理基準に適合しない建築物

の割合が増加している。また、微生物や超微小粒子など建築物に関わる汚染要因も変化してきており、

監視方法や管理基準を含めた環境衛生管理のあり方を検討する必要がある。そこで本研究では、建築

物環境衛生管理基準の空気環境項目について、国際的な動向や諸外国の動向および関連する近年の科

学的知見等を整理し、今後検討すべき建築物環境衛生管理基準を整理した。昨年度とりまとめた結果

に対して、2019 年度の調査結果を追加および更新した。 

世界保健機関（WHO）が温度の室内ガイドラインとして低温側で 18℃以上を 2018 年に公表した。

これは冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響を考慮したものであった。特定建築物の特定用途

には、ホテルや旅館が含まれており、WHO の室温のガイドラインは今後検討すべき項目であると考

えられた。また WHO は、微小粒子状物質（PM2.5）、一酸化炭素の室内空気質ガイドラインを公表し

ており、微小粒子状物質では循環器疾患への影響、一酸化炭素では虚血性心疾患への影響に基づくも

のであった。室内の粒子状物質については、浮遊粉じんよりも粒径の小さい PM2.5 に対する室内空気

指針値の設定が近年諸外国でなされてきており、WHO においても 2018 年に開催された「空気汚染と

健康に関する世界会合」において、大気と室内における PM2.5 による健康被害の問題が大きく取り上

げられた。これらの物質については、今後検討すべき項目であると考えられた。 

厚生労働省は、 2-エチルヘキサノール、 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate 

(TexanolTM, TMPD-MIB と 略 す ) 、 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate (TXIBTM, 

TMPD-DIB と略す)の室内濃度誌指針値を検討中である。特定建築物におけるこれらの物質の実態は

これまで把握されておらず、今後実態調査を行い、建築物環境衛生管理基準で考慮すべきかどうか検

討する必要があると考えられた。 

近年、フタル酸エステル類やリン酸エステル類を中心に、室内ダスト中の準揮発性有機化合物によ

る健康リスクが報告されている。フランスでは室内ダスト中化学物質のガイドラインに関する国際ワ

ークショップが開催され、その方法論を検討している。このような諸外国の動向も今後注視すべきと

考えられた。 
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A．研究目的 

近年、建築物の多様化や省エネルギー対応など

より、建築物衛生法の管理基準に適合しない建築

物の割合が増加している。また、微生物や超微小

粒子など建築物に関わる汚染要因も変化してきて

おり、監視方法や管理基準を含めた環境衛生管理

のあり方を検討する必要がある。 

そこで本研究では、建築物環境衛生管理基準の

空気環境の測定項目である、浮遊粉じん、一酸化

炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度、気流、ホル

ムアルデヒド等の室内空気環境に関連する因子に

ついて、国際的な動向や諸外国の動向および関連

する近年の科学的知見等を整理し、今後検討すべ

き建築物環境衛生管理基準を提案する。また、特

定建築物における空気環境を中心に、給排水の管

理、清掃、ねずみ等の防除といった、環境衛生管

理基準規定項目に係る実態と、建築物利用者の健

康状況を調査し、特定建築物の範囲拡大も含めた

適切な衛生管理方策の検討に必要な科学的根拠を

明らかにすることを目的としている。 

本研究で得られた成果は、建築物衛生法の適用

範囲の検討に資するものであり、今後の建築物衛

生行政における施策の立案に寄与するものである。 

 

B．研究方法 

国際機関や国内外の室内環境規制に関する報告

書、関連学会の資料、関連論文をインターネット

および文献データベースで調査した。近年、主だ

った活動が見受けられた世界保健機関（WHO）及

びその欧州地域事務局（WHO 欧州）、ドイツ、フ

ランス、カナダを主な調査対象国とした。また、

国際シンポジウムや国際ワークショップに参加し、

国際的な動向や諸外国の動向に関する情報収集や

情報交換を行った。 

 

（倫理面での配慮） 

本研究は、国立保健医療科学院研究倫理審査委

員会の承認（承認番号ＮＩＰＨ－ＩＢＲＡ＃１２

１８０）および近畿大学医学部倫理委員会の承認

（承認番号２９－２３８）を得て実施している。 

 

C．研究結果および考察 

C1．現在の環境衛生管理基準と現項目の改正最終

案 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

（建築物衛生法）（昭和４５年４月１４日法律第二

十号）「第四条第一項」では、「建築物環境衛生管

理基準」を規定している。ここでは、特定建築物

の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の

維持管理について権原を有するものは、政令で定

める基準に従って当該特定建築物の維持管理をし

なければならないと規定されている。建築物にお

ける衛生的環境の確保に関する法律施行令（以下、

建築物衛生法施行令）は、1970 年（昭和４５年）

10 月 12 日に公布されている。その後、幾多の改

正を経て、2004 年（平成１６年）3 月 19 日に改

正された施行令（政令第四六号）が現在施行され

ているものである。建築物衛生法施行令に規定さ

れている建築物環境衛生管理基準において、空気

調和設備を設けている場合の空気環境の調整に関

する基準は表 1-1 の通りである。 
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表 1-1 現行の建築物環境衛生管理基準 

 項目 管理基準値 備考 

瞬
間
値 

温度 17 ℃以上 28 ℃以下 
※居室における温度を外気の温度より

低くする場合は、その差を著しくしない 

機械換気の場合は適用しな

い 

相対湿度 40 %以上 70 %以下 機械換気の場合は適用しな

い 
気流 0.5 m/秒以下  

平
均
値 

浮遊粉じん量 0.15 mg/m3以下 光散乱法などの測定器を使

用 
二酸化炭素 1000 ppm 以下  
一酸化炭素 10 ppm 以下 外気がすでに 10 ppm 以上の

場合は 20 ppm 以下 
ホルムアルデ

ヒド 
0.1 mg/m3（0.08 ppm）以下 新築・大規模修繕後等の 6 月

1 日～9 月 30 日の期間内 

 

表 1-2 既存の管理項目の改正案 

管理項目 基準値 時間単位 適用規定 改正の根拠 

温度 18℃以上 28℃以下 瞬間値 
機械換気の場合は適

用しない 
WHO (2018) 

相対湿度 40%以上 70%以下 瞬間値 
機械換気の場合は適

用しない 
  

気流 0.5 m/秒以下 瞬間値     
浮遊粉じん* 0.15 mg/m3以下 平均値     

微小粒子状物質

(PM2.5) 

1 日平均値 35 μg/m3以下 
かつ 
1 年平均値 15 μg/m3以下 

平均値 
※1 年平均値は年 6
回測定の平均値 

WHO 室内ガイ

ドライン（基準

値案は環境省大

気環境基準） 
二酸化炭素 1000 ppm 以下 平均値     

一酸化炭素 6 ppm 以下 平均値   
WHO 室内ガイ

ドライン 

ホルムアルデヒ

ド 
30 分平均値 0.1 mg/m3

以下 
瞬間値 

新築・大規模修繕後

等の 6 月 1 日～9 月

30 日の期間内 

WHO 室内ガイ

ドライン 

※下線部が改正案の箇所 

* 過去の蓄積されたデータがあるので残しているが、いずれかの時点で廃止を検討。 

 

建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、

給水および排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の

防除に関し、環境衛生上良好な状態を維持するた

めに必要な措置について定めている。本基準は建

築物内部の人工的な総合環境を網羅した管理基準

であり、この管理基準を遵守するため、建築物の

所有者は権原者として、管理技術者を選任し、管

理項目に沿った維持管理を実施する義務が課せら

れている。本基準は制定後 50 年近く経過した現在、

維持管理関係者に広く浸透し、衛生規制として重

要な役割を担っている。また、対象外施設の維持

管理基準やガイドラインとしても広く参考とされ、

活用されている。近年の科学的知見に基づいて、

既存の管理項目に関する改正最終案を表 1-2 に示

した。 
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C2．新規管理項目の検討について 

現行の管理項目に新規に追加する必要性を検討

し、表 1-3-1～表 1-3-2 にとりまとめた。また、学

術的に近年検討されており、今後の検討を要する

項目を表 1-4 にまとめた。昨年度とりまとめた結

果に対して、2019 年度の調査結果を追加および更

新した。検討にあたっては、以下の 4 点を新規項

目の選定基準とした。なお、これらの項目につい

ては、既存の測定データや今後の測定データ、ま

た科学的知見などから今後詳細に検討を行うもの

である。 

 

【選定基準】 

①現行の建築物環境衛生管理基準で規定されて

いるもの 

②WHO が室内空気質ガイドラインを定めるも

の 

③学校環境衛生基準で規定されているもの 

④シックハウスに係る室内濃度指針値（厚生労

働省）が定められているもの 
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表 1-3. 建築物環境衛生管理基準（空気環境の調整）の検討 

（網掛けは選定基準の優先順位が高いものと重複しているものを示す） 

選定 

基準 
項目 

主な 

発生

源 

室内空気における WHO（欧州）と国内の指針値等の設定状況 

建築物環境衛生管

理基準 

WHO 室内空気質ガ

イドライン 

シックハウス室

内濃度指針値 

（厚生労働省） 

学校環境衛生基準 

（学校保健安全法） 

環境基準 

（環境基本

法） 

①現行

の建築

物環境

衛生管

理基準

で規定

されて

いるも

の 

温度   17～28℃     17～28℃   

相対湿度   40～70%     30～80%   

気流   0.5 m/秒     0.5 m/秒   

浮遊粉じ

ん 
燃焼 0.15 mg/m3 

50 μg/m3（24 時間） 

20 μg/m3（1 年） 
  0.1 mg/m3 

１時間値の１

日平均値が

0.10 mg/m3 以

下であり、か

つ、１時間値

が 0.20 mg/m3

以下 

二酸化炭

素 

燃焼、 

ヒト 
1000 ppm     1500 ppm   

一酸化炭

素 
燃焼 10 ppm 

86 ppm（15 分） 

30 ppm（1 時間） 

8.6 ppm（8 時間） 

6 ppm（24 時間） 

  10 ppm 

１時間値の１

日平均値が

10 ppm 以下

であり、かつ、

１時間値の８

時間平均値

が 20 ppm 以

下 

ホルムア

ルデヒド 
合板 100 μg/m3 100 μg/m3（30 分） 100 μg/m3 100 μg/m3   

②WHO

（欧州）

が室内

空気質

ガイドラ

インを

定める

もの 

PM10 燃焼 0.15 mg/m3 
50 μg/m3（24 時間）

20 μg/m3（1 年） 
  0.1 mg/m3 

１時間値の１

日平均値が

0.10 mg/m3 以

下であり、か

つ、１時間値

が 0.20 mg/m3

以下 

PM2.5 燃焼   
25 μg/m3（24 時間） 

10 μg/m3（1 年） 
    

１年平均値 

15 μg/m3 以

下 かつ １日

平均値 35 μ

g/m3 以下 

ホルムア

ルデヒド 
合板 100 μg/m3 100 μg/m3（30 分） 100 μg/m3 100 μg/m3   

ベンゼン 

燃料

の燃

焼 

  
1.7 μg/m3 

（10-5 発がんリスク） 
    

１年平均値が

3 μmg/m3 以

下 

ナフタレン     10 μg/m3       

二酸化窒

素 
燃焼   

200 μg/m3（1 時間） 

40 μg/m3（1 年） 
  0.06 ppm 

１時間値の１

日平均値が

0.04 ppm から

0.06 ppm まで

のゾーン内又

はそれ以下 

一酸化炭

素 
燃焼 10 ppm 

86 ppm（15 分） 

30 ppm（1 時間） 

8.6 ppm（8 時間） 

6 ppm（24 時間） 

  10 ppm 

１時間値の１

日平均値が

10 ppm 以下

であり、かつ、

１時間値の８

時間平均値

が 20 ppm 以

下 
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ラドン 

自然

の鉱

物 

  100 Bq/m3       

トリクロロ

エチレン 

工業

用有

機溶

剤 

  
23 μg/m3（10-5 発が

んリスク） 
    

１年平均値が

0.2mg/m3 以

下 

テトラクロ

ロエチレ

ン 

クリー

ニン

グの

洗浄

溶剤 

  250 μg/m3     

１年平均値が

0.2mg/m3 以

下 

ベンゾ-a-

ピレン 
燃焼   

0.12 ng/m3（10-5 発

がんリスク） 
      

③学校

環境衛

生基準

で規定

されて

いるも

の 

二酸化炭

素 

燃

焼、ヒ

ト 

1000 ppm     1500 ppm   

温度   17～28℃     17～28℃   

相対湿度   40～70%     30～80%   

気流   0.5 m/秒     0.5 m/秒   

浮遊粉じ

ん 
燃焼 0.15 mg/m3 

50 μg/m3（24 時間） 

20 μg/m3（1 年） 
  0.1 mg/m3   

一酸化炭

素 
燃焼 10 ppm 

86 ppm（15 分） 

30 ppm（1 時間） 

8.6 ppm（8 時間） 

6 ppm（24 時間） 

  10 ppm 

１時間値の１

日平均値が

10 ppm 以下

であり、かつ、

１時間値の８

時間平均値

が 20 ppm 以

下 

二酸化窒

素 
燃焼   

200 μg/m3（1 時間） 

40 μg/m3（1 年） 
  0.06 ppm 

１時間値の１

日平均値が

0.04 ppm から

0.06 ppm まで

のゾーン内又

はそれ以下 

ホルムア

ルデヒド 
合板 100 μg/m3 100 μg/m3（30 分） 100 μg/m3 100 μg/m3   

トルエン 

接着

剤、

塗料 

    260 μg/m3 260 μg/m3   

キシレン 

接着

剤、

塗料 

    200 μg/m3 870 μg/m3   

パラジク

ロロベン

ゼン 

防虫

剤 
    240 μg/m3 240 μg/m3   

エチルベ

ンゼン 

断熱

材、

塗料 

    58 μg/m3 3800 μg/m3   

スチレン 

断熱

材、

防水

剤 

    220 μg/m3 220 μg/m3   

ダニ又は

ダニアレ

ルゲン 

寝具

や絨

毯 

      100 匹/m2   

④シッ

クハウ

スに係

る室内

濃度指

針値

（厚生

労働

ホルムア

ルデヒド 
合板 100 μg/m3 100 μg/m3（30 分） 100 μg/m3 100 μg/m3   

トルエン 

接着

剤、

塗料 

    260 μg/m3 260 μg/m3   

キシレン 

接着

剤、

塗料 

    200 μg/m3 870 μg/m3   



- 15 - 

省）が

定めら

れてい

るもの

（下線

部は改

正また

は新設

案） 

パラジク

ロロベン

ゼン 

防虫

剤 
    240 μg/m3 240 μg/m3   

エチルベ

ンゼン 

断熱

材、

塗料 

    3800 μg/m3 3800 μg/m3   

スチレン 

断熱

材、

防水

剤 

    220 μg/m3 220 μg/m3   

クロルピ

リホス 

防蟻

剤 
    1 μg/m3     

フタル酸

ジブチル 

塩ビ

樹脂 
    17 μg/m3     

テトラデカ

ン 

接着

剤、

塗料 

    330 μg/m3     

フタル酸

ジ-2-エチ

ルヘキシ

ル 

塩ビ

樹脂 
    100 μg/m3     

ダイアジノ

ン 

防蟻

剤 
    0.29 μg/m3     

アセトア

ルデヒド 

合

板、

接着

剤 

    48 μg/m3     

フェノブカ

ルブ 

防蟻

剤 
    33 μg/m3     

総揮発性

有機化合

物(TVOC) 

      400 μg/m3     
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表 1-3. 建築物環境衛生管理基準（空気環境の調整）の検討―続き― 

（網掛けは選定基準の優先順位が高いものと重複しているものを示す） 

選定基

準 
項目 

主な

発生

源 

室内空気における諸外国の指針値等の設定状況 
監視用測定方

法 
定点測定方法 

ドイツ フランス カナダ 

①現行

の建築

物環境

衛生管

理基準

で規定

されて

いるも

の 

温度         建築物衛生法   

相対湿度         建築物衛生法   

気流         建築物衛生法   

浮遊粉じ

ん 
燃焼       建築物衛生法   

二酸化炭

素 

燃

焼、ヒ

ト 

1000 ppm 以下

無害 
  1000 ppm（オフィス） 建築物衛生法   

一酸化炭

素 
燃焼 

5.2 μg/m3（30

分） 

1.3 μg/m3（8 時

間） 

86 ppm（15 分） 

52 ppm（30 分） 

26 ppm（1 時間） 

8.6 ppm（8 時

間） 

25 ppm（1 時間） 

10 ppm（24 時間） 
建築物衛生法   

ホルムア

ルデヒド 
合板 

120 μg/m3（30

分） 

50 μg/m3（2 時

間） 

10 μg/m3（1

年） 

123 μg/m3（1 時間） 

50 μg/m3（8 時間） 
建築物衛生法 厚労省 

②WHO

（欧州）

が室内

空気質

ガイドラ

インを

定める

もの 

PM10 燃焼           

PM2.5 燃焼 
25 μg/m3（24

時間） 

WHO のガイドラ

インの活用を推

奨 

可能な限り低く 環境省   

ホルムア

ルデヒド 
合板 

120 μg/m3（30

分） 

50 μg/m3（2 時

間） 

10 μg/m3（1

年） 

123 μg/m3（1 時間） 

50 μg/m3（8 時間） 
建築物衛生法 厚労省 

ベンゼン 

燃料

の燃

焼 

  
2 μg/m3（10-5

発がんリスク） 
可能な限り低く 環境省 厚労省調査法 

ナフタレン   10 μg/m3 
10 μg/m3（1

年） 
10 μg/m3（1 日）   厚労省調査法 

二酸化窒

素 
燃焼 

350 μg/m3（30

分） 

60 μg/m3（1

週） 

200 μg/m3（2

時間） 

20 μg/m3（1

年） 

170 μg/m3（1 時間） 

20 μg/m3（1 日） 
環境省   

一酸化炭

素 
燃焼 

5.2 μg/m3（30

分） 

1.3 μg/m3（8 時

間） 

86 ppm（15 分） 

52 ppm（30 分） 

26 ppm（1 時間） 

8.6 ppm（8 時

間） 

25 ppm（1 時間） 

10 ppm（24 時間） 
環境省   

ラドン 

自然

の鉱

物 

    200 Bq/m3     

トリクロロ

エチレン 

工業

用有

機溶

剤 

20 μg/m3 
20 μg/m3（10-5

発がんリスク） 
  環境省 厚労省調査法 

テトラクロ

ロエチレ

ン 

クリー

ニン

グの

洗浄

溶剤 

100 μg/m3 
250 μg/m3（1

年） 
  環境省 厚労省調査法 

ベンゾ-a-

ピレン 
燃焼       環境省調査法   

③学校

環境衛

生基準

で規定

されて

二酸化炭

素 

燃

焼、ヒ

ト 

1000 ppm 以下

無害 
    文科省   

温度         文科省   

相対湿度         文科省   
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いるも

の 

気流         文科省   

浮遊粉じ

ん 
燃焼       文科省   

一酸化炭

素 
燃焼 

5.2 μg/m3（30

分） 

1.3 μg/m3（8 時

間） 

86 ppm（15 分） 

52 ppm（30 分） 

26 ppm（1 時間） 

8.6 ppm（8 時

間） 

25 ppm（1 時間） 

10 ppm（24 時間） 
文科省   

二酸化窒

素 
燃焼 

350 μg/m3（30

分） 

60 μg/m3（1

週） 

200 μg/m3（2

時間） 

20 μg/m3（1

年） 

170 μg/m3（1 時間） 

20 μg/m3（1 日） 
文科省   

ホルムア

ルデヒド 
合板 

120 μg/m3（30

分） 

50 μg/m3（2 時

間） 

10 μg/m3（1

年） 

123 μg/m3（1 時間） 

50 μg/m3（8 時間） 
文科省   

トルエン 

接着

剤、

塗料 

300 μg/m3   
15000 μg/m3（8 時間） 

2300 μg/m3（1 日） 
文科省   

キシレン 

接着

剤、

塗料 

100 μg/m3       文科省 

パラジク

ロロベン

ゼン 

防虫

剤 
        文科省 

エチルベ

ンゼン 

断熱

材、

塗料 

200 μg/m3 
1500 μg/m3（1

年） 
    文科省 

スチレン 

断熱

材、

防水

剤 

30 μg/m3       文科省 

ダニ又は

ダニアレ

ルゲン 

寝具

や絨

毯 

      文科省   

④シッ

クハウ

スに係

る室内

濃度指

針値

（厚生

労働

省）が

定めら

れてい

るもの

（下線

部は改

正また

は新設

案） 

ホルムア

ルデヒド 
合板 

120 μg/m3（30

分） 

50 μg/m3（2 時

間） 

10 μg/m3（1

年） 

123 μg/m3（1 時間） 

50 μg/m3（8 時間） 
  厚労省 

トルエン 

接着

剤、

塗料 

300 μg/m3   2300 μg/m3（1 日）   厚労省 

キシレン 

接着

剤、

塗料 

100 μg/m3       厚労省 

パラジク

ロロベン

ゼン 

防虫

剤 
        厚労省 

エチルベ

ンゼン 

断熱

材、

塗料 

200 μg/m3 

22000 μg/m3（1

日） 

1500 μg/m3（1

年） 

    厚労省 

スチレン 

断熱

材、

防水

剤 

30 μg/m3       厚労省 

クロルピ

リホス 

防蟻

剤 
        厚労省 

フタル酸

ジブチル 

塩ビ

樹脂 
        厚労省 

テトラデカ

ン 

接着

剤、

塗料 

        厚労省 

フタル酸

ジ-2-エチ

ルヘキシ

塩ビ

樹脂 
        厚労省 
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ル 

ダイアジノ

ン 

防蟻

剤 
        厚労省 

アセトア

ルデヒド 

合

板、

接着

剤 

100 μg/m3 

3000 μg/m3（1

時間） 

160 μg/m3（1

年） 

1420 μg/m3（1 時間） 

280 μg/m3（1 日） 
  厚労省 

フェノブカ

ルブ 

防蟻

剤 
        厚労省 

総揮発性

有機化合

物(TVOC) 

  
300 μg/m3 以

下支障なし 
      厚労省 

※1 アメリカは室内空気質の規制を行っておらず、室内空気質ガイドラインを定めていない。アメリカは室内空気に対して

は非規制戦略（平成 16 年度厚生労働科学研究費報告書「諸外国における室内空気質規制に関する研究」参照）。 

  は選定基準の優先順位が高いものと重複していることがわかるようにセルに色付けを行ったもの。 
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表 1-4. 参考指標（学術的に近年注目されており今後の検討を要する項目） 

項目 参考指標として考えられる理由 

浮遊真菌 いずれも健康影響の量反応関係から基準値を定めたものはないが、浮遊真菌や浮遊細菌

等の微生物汚染と健康影響との関連があることから（WHO, 2009）、TVOC と同様に、汚染

レベルを低減させるための目標濃度を日本建築学会で定めており、カナダ等諸外国の中

にも、そのような目的で指針を定めている国がある。 

浮遊細菌 

放射温度 人体への温熱負荷としては、厳密には、温度のみならず、湿度、放射、着衣、代謝、気流を

含めて総合的に評価することが重要となる。PMV は、これらの 6 要素を 1 つにまとめてあら

わす総合温熱指標であり、実態調査で総合温熱指標の把握は学術上必要である。現在

は、温度、湿度、気流を個別に評価しているが、放射も環境因子としては重要な項目とな

る。そのため、今回の測定調査では、放射温度を測定するとともに、PMV まで算出し、ある

いは 6 要素の項目で組み合わせ等を行って、特定建築物と今後適用を検討している中規

模建築物の実態を把握し、調査数には限りはあるが、健康との関係を評価する必要があ

る。 

PMV 

超微小粒子状物

質（ナノ粒子） 

現在は、PM2.5 までの粒径に対して基準値が定められているが、さらに小さいナノ粒子に関

する健康影響も大気等の疫学調査等が進められている。また、粒子の重量濃度よりも、個

数濃度で評価するほうが、生体影響との関連が強いのではないかと考えられている。さら

に、粒子の大きさの分布を把握することは、空調設備における除去方法を検討するうえで、

重要な知見となる。従って、粒子の大きさ毎に粒子の個数濃度を評価するとともに、ナノ粒

子の領域の濃度を個別に評価する必要がある。 

粒子状物質の個

数濃度 

エンドトキシン 

ダスト中のエンドトキシン濃度と気管支ぜん息や肺気腫との関係（量反応関係）が最近疫

学研究で報告されるなど（Mendy et al., 2018; Thorne et al., 2005; Thorne et al., 2015）、エン

ドトキシンを指標とした室内環境における微生物由来の汚染物質の評価が注目されてい

る。従って、本調査においても、特定建築物と中規模建築物でエンドトキシンの汚染の実態

を評価するとともに、調査数には限りはあるが、健康との関係を評価する必要がある。 
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C3．室内環境化学物質のリスク評価やリスク管理

に関する国際動向 

1）フランス ANSES による室内ダスト中化学物質

のガイドラインに関する国際ワークショップ 

ANSES は、室内ダスト中化学物質のガイドラ

インの検討を行っている。但し、その方法論を検

討するにあたり、各国の専門家からの意見を収集

しており、2019 年 9 月に非公開の国際ワークショ

ップを開催した。私は健康リスク評価の専門家と

して招聘されて本ワークショップに出席した。 

ANSES では、フタル酸エステル類と鉛のガイ

ドラインの検討を行っており、本ワークショップ

での議論を踏まえてさらに検討中である。 

 

2）フタル酸エステル類に対する欧州連合の規制 

近年、室内ダスト中のフタル酸エステル類と子

どもの喘息やアレルギーとの関連性が報告されて

いる。フタル酸エステル類は、プラスチックを柔

らかくする材料として、主に塩化ビニル樹脂に使

用されてきた。室内では、壁紙、床材、テーブル

クロス、電線被覆材、子供用玩具などにフタル酸

エステル類を使用した製品がある。近年、フタル

酸エステル類の室内濃度と成人の尿中代謝物濃度

との関連性が示唆されており、室内におけるフタ

ル酸エステル類への曝露の重要性が指摘されてい

る。 

室内ダスト中の化学物質に関しては、測定方法

の標準化が容易ではなく、室内ダスト中の化学物

質に対する基準値を設定している諸外国はみあた

らない。しかしながら、室内で多くの製品に利用

され、経気道、経口、経皮といった複数の曝露経

路がある物質については、発生源対策が重要とな

る。そこで欧州では、電子・電気機器における特

定有害物質の使用制限に関する欧州連合（EU）に

よる指令である RoHS 指令において、2015 年 6

月よりフタル酸エステル類の 4 物質（DEHP、BBP、

DBP、DIBP）が規制対象として正式に追加され

た。EU 加盟国は、2016 年 12 月 31 日までに上記

指令に対応する国内法の整備が求められる。各物

質の最大許容濃度は、DEHPが0.1wt％（重量%）、

BBP が 0.1wt％、DBP が 0.1wt％、DIBP が

0.1wt％となっている。 

一般的に、プラスチックに対するフタル酸エス

テル類の含有量は、数％から数十％必要であるた

め、0.1wt%の基準は実質的には使用禁止に相当す

る措置である。カテゴリー8 および 9 以外の電気・

電子機器は 2019 年 7 月 22 日以降上市分から、カ

テゴリー8 および 9 の医療機器、監視制御機器は

2021 年 7 月 22 日以降の上市分から適用が開始さ

れる。 

EU はその後、4 種のフタル酸エステル類に関す

る 再 評 価 を 行 っ た 結 果 、 EU の REACH

（Registration, Evaluation, Authorization and 

Restriction of Chemicals: 化学品の登録、評価、

認可及び制限に関する規則）において規制するこ

とを決定した。具体的には、DnBP、DiBP、BBzP、

DEHP の１つ以上を 0.1wt%以上含む全ての成形

品（フタル酸エステル類で可塑化された材料）に

ついて、欧州の市場に導入することを 2020 年 7

月 7 日から規制することとした。ここでの可塑化

された成形品には、塩化ビニル樹脂、塩化ビニリ

デン樹脂、酢酸ビニル樹脂、ウレタン樹脂、その

他の樹脂（シリコーンゴムと天然ラテックスコー

ティングを除く）、表面コーティング材、滑り止め

コーティング材、仕上げコーティング材、ステッ

カー、印刷材、接着剤、シーラント、塗料、イン

クが含まれる。但し、ヒトの粘膜に接触しない、

またはヒトの皮膚と長時間接触（1 日あたり 10 分

を超える持続的な接触、または 1 日あたり 30 分以

上の断続的な接触）しないことを条件とした産業

用、農業用あるいは屋外使用品は規制対象外とな

っている。なお、自動車と航空機用途に関しては、

少し遅れて 2024 年 1 月 7 日から規制が実施され

る。 
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D．総括 

建築物環境衛生管理基準の空気環境項目につい

て、国際的な動向や諸外国の動向および関連する

近年の科学的知見等を整理し、今後検討すべき建

築物環境衛生管理基準を整理した。昨年度とりま

とめた結果に対して、2019 年度の調査結果を追加

および更新した。 

WHO が温度の室内ガイドラインとして低温側

で 18℃以上を 2018 年に公表した。これは冬期の

高齢者における血圧上昇に対する影響を考慮した

ものであった。特定建築物の適用用途には、ホテ

ルや旅館が含まれており、WHO の室温のガイド

ラインは今後検討すべき項目であると考えられた。

また WHO は、微小粒子状物質（PM2.5）、一酸化

炭素の室内空気質ガイドラインを公表しており、

微小粒子状物質では循環器疾患への影響、一酸化

炭素では虚血性心疾患への影響に基づくものであ

った。室内の粒子状物質については、浮遊粉じん

よりも粒径の小さい PM2.5 に対する室内空気指針

値の設定が近年諸外国でなされてきており、WHO

においても 2018 年に開催された「空気汚染と健

康に関する世界会合」において、大気と室内にお

ける PM2.5 による健康被害の問題が大きく取り上

げられた。これらの物質については、今後検討す

べき項目であると考えられた。 

厚生労働省は、 2-エチルヘキサノール、

2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol 

monoisobutyrate (TexanolTM, TMPD-MIB と略

す ) 、 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol 

diisobutyrate (TXIBTM, TMPD-DIB と略す)の室

内濃度誌指針値を検討中である。特定建築物にお

けるこれらの物質の実態はこれまで把握されてお

らず、今後実態調査を行い、建築物環境衛生管理

基準で考慮すべきかどうか検討する必要があると

考えられた。 

近年、フタル酸エステル類やリン酸エステル類

を中心に、室内ダスト中の準揮発性有機化合物に

よる健康リスクが報告されている。フランスでは

室内ダスト中化学物質のガイドラインに関する国

際ワークショップが開催され、その方法論を検討

している。このような諸外国の動向も今後注視す

べきと考えられた。 
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